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 1    業務継続計画の目的と方針   

1.1 計画の位置付け 

本市では，２０００年（平成１２年）に発生した鳥取県西部地震の際に震度５弱，２００１年（平成１

３年）に発生した芸予地震の際に震度５強を記録している。 

近年では，南海トラフ地震など大規模地震の発生確率が高まっており，２０１３年（平成２５年）に

広島県が作成した広島県地震被害想定調査報告書において，南海トラフ巨大地震や長者ヶ原

－芳井断層を震源とした大規模な地震による被害が想定されている。 

このような大規模地震が発生した場合でも，市民生活への影響を極力抑制し，必要最低限の

行政機能を維持するとともに，円滑に復旧・復興業務を進めるために福山市業務継続計画（地

震・津波災害対策）を策定する。 

1.2 目的 

大規模地震発生時においても，市には，市民のために業務を継続する責務があり，地震によっ

て人的・物的資源に制約が生じ，業務遂行能力が低下した状況の中にあっても，地域防災計画

に基づいた応急・復旧業務の実施に加え，市民生活に不可欠な最低限継続すべき通常業務（以

下「非常時優先業務」）を明確にしておき，その実施レベルの維持を図ることが求められる。 

このため，本計画は，大規模地震発生時に本市が有する資源を最大限活用し，市民にとって

必要最低限の行政サービスを提供することを目的とする。 

 

非常時優先業務の定義 
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1.3 計画の効果 

業務継続計画を策定し，非常時優先業務を明確にしておくことで，被災時に通常業務のうち，

どの業務をどの範囲で継続するかを検討・判断する必要がないため，発災直後から応急・復旧業

務に速やかに着手することが可能となる。 

また，非常時の業務執行体制を迅速に整えることで，発災による行政サービスの低下を極力

抑制するとともに，サービスの質の回復を効率的に達成できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

業務継続計画実行後の業務レベル 

業務継続検討前の業務レベル 

 

事前 災害応急対策中心 

災害復旧・復興中心 
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1.4 地域防災計画と業務継続計画 

地域防災計画は，災害対策基本法第４２条の規定に基づき，福山市防災会議が策定する計

画であって，本市，防災関係機関，事業者及び市民が災害による被害の予防から応急対策，復

旧・復興までに取り組むべき事項を定めた総合的かつ基本的な計画である。 

一方，業務継続計画は，大規模地震の発生という資源に制約がある状況下において，応急対

策業務及び市民生活と密接に関係する優先度の高い通常業務を継続し，早期に復旧するため

の手順等について定める計画である。 

 

 

   

計画の趣旨 

発災時又は事前に実施すべき災害対

策に係る実施事項や役割分担等を規

定する。 

発災時の限られた資源を基に，非常

時優先業務を目標とする時間・時期ま

でに実施できるよう，必要な事項を規

定する。 

 

行政の被災と 

業務執行環境 

特に想定しない。 庁舎，職員，電力，情報システム，通

信等の，業務執行に必要な資源が被

災する可能性があることを前提に計画

を策定する。 

職員の業務執行環境についても明示

する。 

 

対象業務 

災害対策に係る業務（予防業務，応急

対策業務，復旧・復興業務）を対象と

する。 

 

非常時優先業務を対象とする。 

計画期間 

予防から応急対策，復旧・復興までの

期間 

発災から災害応急対策がおおむね完

了するまでの期間 
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1.5 計画の方針 

  

非常時優先業務の実施に当たっての基本方針は，次のとおりとする。 

 

 

  

  

 

  

次の対応方針に基づき，業務継続のための必要な体制を確保する。 
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1.6 計画の発動と終結 

  

大規模地震の発生等により，市域に甚大な被害が生じた場合には，地域防災計画に定める

災害対策本部を設置し，災害対策本部長の宣言によって本計画に基づく業務継続体制を発動

する。 

市長が不在の場合は，次の順位により発動権限者となる。 

第１順位副市長→第２順位副市長→総務局長→総務部長 

  

  

災害対策本部は，市の地震災害対応マニュアルにおける「地震発生時の配備体制等」に

基づき設置する。  

（判断目安） 

 ̧ 市内で震度６弱以上の地震を観測したとき。 

 ̧ 市内で震度５強の地震を観測し，かつ甚大な被害が発生したと予測されるとき。 

 ̧ 広島県に特別警報（大津波警報）が発表されたとき。 

 ̧ 広島県に津波警報が発表され，かつ甚大な被害が発生すると予測されるとき。 

  

災害対策本部は，市役所本庁舎６階60 会議室に設置する。 

本庁舎に設置できない場合は，福山地区消防組合消防局に設置する。 

上記のいずれにも設置できない場合は，被災を免れた公共施設や仮設本部で対応し，そ

の旨を庁舎等に表示すると共に，利用可能な通信手段により職員に伝達するものとする。 

  

大規模地震時の本部要員の配置については，あらかじめ各部において担当者を指名して

おくものとする。 

本部運営に係る役割分担は，「災害対策（警戒）本部運営マニュアル」の事務分掌によるこ

ととするが，各割当て課からの参集が困難な場合は，担当部内で調整するものとする。 

担当部内における人員確保が困難な場合は，他の部署から横断的に要員を確保するもの

とする。 

 ( )   
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  ※人数は，最低限の目安であり，状況により調整するものとする。 合計 人 
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本部運営 231 

352 50 

協働のまちづくり課 

南部環境センター 

教委各ブロック 

機動部 9 

協力部 112 

 
庶務部 46 

322 50 
 

技術部 276 

 調査部 145 145 20  

 
避難部 205 

270 150 
保健所 

市民病院 食糧部 65 

 事後対応部 92 92 10 南部環境センター 

  132 132 20 

中央図書館，ローズ

アリーナ，リーデンロ

ーズ 

 
庶務部 

（まちづくり推進部） 
3 3 3 各支所 

合   計 1,316人 約 300人  

※ 部内において，災害対策業務に必要な人員が確保できない場合は，班内での応援職員の調整を行うものとする。 

※ 災害対策業務に必要な人員の確保・配置は，必要に応じて全庁横断的に班を越えて調整するものとする。 

  

災害応急対策がおおむね完了したと災害対策本部長が認めたときに，本計画に基づく体制

の終結を宣言するものとする。その時点をもって，非常時の業務継続体制を解除する。 

  

業務継続体制の発動又は解除を行った場合には，市ホームページ，福山市メール配信サー

ビス及びマスコミ等を通じて市民に周知するものとする。 

  

 

1.7 計画の改訂 

本計画は，現時点における資源の確保状況や対応能力を基に，一定の想定に基づき検討し

策定したものである。今後，必要な資源の充実・確保や訓練，教育等によって得られた情報，知

見等を適切に計画に反映させ，その内容をレベルアップさせていくものとする。 
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 ２    被害想定    

2.1 想定地震   

過去 100年から150年周期で発生し，今後30 年以内に発生する確率が約 70 パーセントと想定

されている南海トラフ地震(以下「想定地震」という。) を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

発 生 時 期 /  

震 源 地  

規 模 .  

市 域 内 の 震 度  
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2.2 被害想定 

 

  

地震動 

 

 

 

震度別面積割合 

 

 

 

６強 ２．４ ％ 

６弱 ３２．８ ％ 

５強 ６３．６ ％ 

５弱 １．１ ％ 

土砂災害 危険度ランクＡの箇所数 ２２４箇所 

津波 浸水深面積 １ｃｍ～３０ｃｍ未満 ３，３２１ ｈａ 

３０ｃｍ～１．０ｍ未満 ３，００６ ｈａ 

  １．０ｍ～５．０ｍ未満 ２，３０８ ｈａ 

  ５．０ｍ以上     ２ ｈａ 

建物被害 

 

全壊 １６，５２８ 棟 

半壊 ５２，００４ 棟 

火災による建物被害（焼失棟数） ２７ 棟 

人的被害 

 

 

死者 ６，２２１ 人 

負傷者 ６，５２９ 人 

重傷者（負傷者の内数） １，００７ 人 

要救助者 ５，５４９ 人 

要捜索者 津波による ７，５９３ 人 

ꜝ▬ⱨꜝ▬fi

 

 

 

 [給水人口 450,358  人 ]   

 [処理人口 322,738  人 ]   

 [電灯 数 174,898 人 ]   

 [通信回線 155,548 回線]   

 ╩ ╗   

ה     

 

┼─  

 

ה ) 

 

 

 

 

  

╩ ╗   

   

  

   

  

※ 被害想定の数値は，広島県地震被害想定調査報告書（平成２５年１０月）による。 
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※ 被害想定の条件設定 

ａ 就寝中で家屋倒壊や津波からの逃げ遅れにより被害が最大となる「冬 深夜」に地震が発生 

ｂ 年間で最も潮位が高いときに津波が発生 

ｃ 震度６強以上の範囲では２分の１，震度６弱の範囲では３分の１の割合で構造物（護岸，堤防，防波堤，

水門等）が損壊 

ｄ 津波に対する早期避難率が低い場合を設定 

・すぐに避難する者 ２０％ 

・避難するがすぐには避難しない者 ５０％ 

・すぐに避難せず津波が迫ってから避難する者又は避難しない者 ３０％ 
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2.3 庁舎等の被害予測 

  

広島県地震被害想定調査報告書の震度別面積割合によると震度６弱のエリアが32.8パーセ

ント，５強のエリアが63.6パーセントと想定されている。 

本庁舎及び各支所庁舎の耐震性能は，次表のとおりである。 

本 庁 

        

 1992 SRC 13 1 A 6   

 1992 SRC 5 1 A 6   

  1992 RC 3  A 6   

支 所 職員数 10 人以上の支所 

        

 2008 RC 5  A 6   

 1996 RC 3  A 5   

 2000 RC 2  A 5   

 2016 RC 3  A 5   

 1978 RC 5   5   

 1987 RC 3  A 5   

 Ａ １９８１年（昭和５６年）以降の耐震基準に適合 

 Ｂ １９７１年（昭和４６年）から１９７８（昭和５３年）の耐震基準に適合 

※沼隈支所は，想定震度から利用可能と判断しているが，旧耐震基準であるため，損壊

の可能性は否定できない。損壊した場合は，隣接する新耐震基準の千年公民館を代替

庁舎として利用する。 

利用判定 耐震適合基準・液状化指数等を基に判定 
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項目 被 害 想 定 

電 気 本庁舎は電柱や路上機器の被災等による停電時には，自家用発電機※1 が自動

的に起動し電源が確保される。（本庁の電力供給のカバー率は約 70％※2） 

 

上 水 道 ⌐│ ⌐╟╢ ─ ⅜ ↕╣╢

⅜ ─ ⌐ ⅜ ↕╣≡⅔╡ ≤⇔≡─

⅜ ↕╣≡™╢√╘ │ ≢№╢⁹ 

下 水 道 地震及び津波の被害により，施設の損壊，下水道管渠の破損やマンホールの浮

き上がり等が想定されるため，一部の区域にあってはトイレ等の利用に支障が生じ

るおそれがある。  

通 信 固定電話の通信障害は，津波や火災による屋外設備(架空ケーブル)被害の影

響によるものが大きいとされ，回線の不通割合は１２パーセント程度と見込まれてい

るが，本庁舎の引込線は埋設型であるため被災しにくいものと思われる。 

また，固定電話の通信障害を想定して拠点支所に衛星携帯電話を配備している

他，２０１５年度（平成２７年度）から３か年計画で，現場と本部間の通信手段を確保

するため，衛星携帯電話を配備する予定である。 

情 報 シ ス テ ム 主要な機器には無停電電源装置が設置されおり，機器の緊急停止等によるシス

テム障害の可能性は低く，非常用電源によるバックアップもある。 

インターネットや電子メール等情報発信に係るサーバ類は，民間のデータセンタ

ーに設置しており，その機能が停止する可能性は低い。 

マシン室自体が損壊するとサーバ類が損傷する可能性があるが，サーバ格納ラ

ックは転倒防止装置（スタビライザ）を整備し，転倒防止対策を施している。 

※1
本庁舎自家用発電機 定格出力：1000kVA，燃料タンク容量：1950ℓ，運転可能時間：８時間程度 

※2
主な電力供給先 ６階６０会議室，電算室（空調機を含む。），防災無線，電話交換機， 

非常用エレベーター等 
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2.4 職員の参集予測 

  

本市職員の通常時の通勤方法は，公共交通機関・自家用車・自転車・徒歩等によるが，震度

６弱以上の地震では，避難行動の基本に則り，徒歩による参集とする。 

歩行速度は，平常時４ｋｍ/ ｈと言われているが，災害時の状況（道路上の瓦礫の散乱や夜間

の移動等）を考慮して３ｋｍ/ ｈと想定する。なお，家族等の安全確認や準備時間等を考慮して，

出発までに３０分程度を要するものとする。 

   

職員の被災等の条件を考慮し，次のとおり参集状況を予測する。        （単位％） 

 

※1 建物倒壊による死者・負傷者の割合は，合計で約1.2％であり，これに平均世帯人数２．４人を

乗じて約３％の職員は，本人又は家族の被災により参集困難と想定する。 

※2 揺れによる市内の被災建物数(全壊+半壊）は，約２５,０００棟であり，全棟数のおよそ１１％に

なる。職員の居宅の被害についても同様と想定する。 

※3 浸水区域内居住職員の被害の想定 （浸水区域内居住職員数は全職員数の約40％と推計す

る。） 

①地震発生後，高齢者や子ども等の扶養家族の避難のために，４０％程度（被扶養者のいる

職員の割合）の職員は，発災当日の参集が困難と想定する。（職員全体の約16％＝40％×

40％） 

②津波による死者・負傷者の割合は，合計で浸水区域内人口の約４％※であり，これに平均世

帯人数２．４人を乗じて，浸水区域内に居住する職員の約１０％の職員は，本人又は家族の

被災により参集困難と想定する。（職員全体の約4％＝40％×10％） 
 

※津波による死者・負傷者: 7,528人 ÷ 浸水区域内人口: 188,660人 ＝約４％ 
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 3    1  2  

 2 ×66％    1 ×55％ 

   km  約   800人 約  440人 

   km  約 1,400人 約   770人 

   km  約 1,900人 約 1,050人 

（想定手順） 

1  

 本庁から居住地間の直線距離に応じて経過時間別の参集職員数を想定したもの。 

（全職員の内，主事，技師，技術員等の合計約2,350人を対象として算出） 

経過時間の考え方： １時間当たりの歩行距離を３kmと想定し，これに準備時間30 分を加えたもの 

2  

 各距離圏内の職員数に本庁で勤務する職員数の割合を考慮したもの。 

（本庁勤務職員：約 1300人÷対象職員：約 2350人 = 約 55％） 

3  

本庁勤務職員数に 1 日目の参集率（66％）を乗じたもの。 

参集割合： 参集可能人員÷本庁勤務職員数 

 

  

 

     

  

 
    

 

 

  

    

     

     

※勤務職員数   同一敷地内にある支所・環境センター・農業委員会の定数（２０１５．４．１現在）を 

合計したもの。 

※参集可能人員  勤務職員数に参集割合（上段の表）を乗じたもの。 

 

  



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

486

313

 

 

km  

 

  

 

 

 

 

 

 

km  

km  



 

16 

 

 ３    非常時優先業務    

3.1 定 義 

本計画における非常時優先業務とは，発災後において優先的に実施すべき業務であって，

「応急対策業務」，「早期に実施すべき復旧業務」，「優先度の高い通常業務」の総称をいう。 

 

3.2 複合災害の発生と応急対策 

想定地震が発生した際は，地震発生の直後から救助・救出・消火等の災害応急対策と併せて，

津波浸水想定区域内住民の円滑な避難誘導を開始しなければならない。 

報告書では，発生時期は冬の深夜とされており，特に避難が困難な時間帯であるため，速や

かな初動対応が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

᷂  

・避難勧告等の発令 

う 

・消火活動 

・救助・救出 

  

・負傷者救護 

・避難（場）所の開設 

・災害対策本部の設置 

・食糧等調達 

 

・応援要請 

・被害状況の把握 

 

・拠点確保 

・応急復旧 

物資受入・配送，ボランティア受入等 

避難者用の食糧，飲料水，日用品等の調達 

Ѯ  

 ὡ ꜘ ל ᾍ    

M   ▌  ѝ  

4 30  

 
 

 

・広報活動 
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3.3  非常時優先業務と業務開始目標 

市民生活にとって必要最小限の行政サービスを円滑に提供するため，非常時優先業務の開始

目標を設定する。 
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 ４    職員の勤務体制    

4.1 発災直後の対応について 

  

地震が発生した場合は，自分自身及び家族の安全を確認し，近隣住民と協力して隣接する

住民の救助活動等を行うこととするが，発災から３０分経過後は，災害対策業務への従事を優先

するものとする。 

  

マスコミの地震速報等に特に注意し，地震の規模を確認する。 

居住地の揺れが市域の他の地域の揺れと異なることを想定し，揺れの大小にかかわらず，地

震速報に注意し，地震の全体像を把握する。 

4.2 職員の勤務体制等 

  

業務継続計画の発動直後の期間は，長時間の勤務も想定されるため，睡眠，休憩，食事とい

った時間が不規則になるなど，健康面について負担が通常以上にかかることから，災害対策本

部の指示に沿って，勤務の交代（原則８時間）を適宜行うものとする。 

また，職員のメンタルヘルスケアを含む健康管理については，心の健康チェックリストなどを活

用し，本人や周囲の者が相互に心身の健康をチェックすることとし，家族との連絡についても配

慮する。 

  

班ごとに災害対策業務を定めているが，災害対策業務の規模や必要人員等は被災規模や

状況によって変化する。職員の応援や人員配置については，非常時優先業務を見極めた上で，

適切に行わなければならない。 

また，災害対策業務のうち長時間に及ぶ業務については，交代用の班を編成し，継続して業

務を遂行できる体制を確保するものとする。 
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4.3 参集体制  

市内に震度４以上の地震があった場合は，次表の区分により，誰の指示や連絡を待つことなく，

自主的に各勤務場所に参集するものとする。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職員は，原則として勤務場所に参集するものとするが，災害の状況により参集が困難な場合

は，所属長に連絡の上，その指示によって行動するものとする。 

   

道路の途絶等により，勤務場所に参集できない場合は，最寄りの支所へ参集し，支所長等に

到着の報告をして，災害応急対策業務に従事する。 

最寄りの支所へも参集できない場合は，地域の避難（場）所等に参集し，自主防災組織と連

携して活動する。 

ただし，本部運営担当課及び技術班にあっては，原則として所属部署に参集して所管の業務

に従事することとし，道路状況等により参集困難である場合は，最寄りの拠点支所に参集し，本

部の指示を受けるものとする。 

職員の参集率の低い発災直後においては，組織内の業務が円滑に進むよう指揮命令系統が

確立されていることが重要であるため，非常配備体制の各班・部においては，班長，副班長等が

不在の場合に備え，事前に班長・副班長を代行する者の順位を定めておくなど，適切に意思決

定を行うことができる体制を確保するものとする。 
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4.4 本部の役割 

  

ア 本部設置までに各班等が収集した情報を集約する。 

イ 津波・余震等の情報がある場合は，勧告等の避難情報を発令する。 

ウ 登庁者の人数等に応じて，班編成など体制を構築する。 

エ 安全な場所に避難（場）所を開設する。 

オ 死者数・負傷者数・避難者数・道路・建物等の被災状況を，復興業務に移行するまで継続し 

て把握する。 

  

ア 国土交通省福山河川国道事務所，広島県東部建設事務所，西日本高速道路株式会社，自 

衛隊福山地域事務所。福山地区消防組合，広島県警福山東署（３署代表），福山市社会福祉

協議会，福祉班，技術班を招集し，必要に応じて次の各種計画等を策定する。 

 ̧ 各種応援要請の決定 

国，県，自衛隊，消防，警察，医療，ネクスコ，応援協定締結先 等 

 ̧ 自衛隊等集結場所の設置 

山陽自動車道「福山サービスエリア」を第一候補とするが，被災状況によっては他の施

設を選定する。 

 ̧ 応援物資受付・配送拠点 

第 １ 集 積 所 福山サービスエリア 

第 ２ 集 積 所 広島県立ふくやま産業交流館（ビッグローズ） 

海上輸送集積所 福山港埠頭用地 

その他，必要に応じて道路状況，建物の広さ等を勘案し，避難（場）所等へ迅速に物品

を配給できる機能的な集積所を，順次，設置する。 

 ̧ 道路啓開及び道路規制 

第１順位 山陽自動車道，第２順位 国道２号，第３順位 国道１８２号， 

第４順位 国道４８６号，第５順位 都市計画道路 福山駅箕島線（福山駅前通り）， 

第６順位 都市計画道路 福山港沖野上線，第７順位 主要地方道 福山沼隈線， 

第８順位 主要地方道 鞆線，第９順位 国道３１３号 

上記の優先順位を基本に災害状況等を勘案して，技術班が主体となって主要施設

間のアクセス確保，避難（場）所への物資輸送，各種計画等を鑑み，円滑な物資輸送等

を確保できる道路の啓開・規制，瓦礫の撤去（一時堆積場所の設定を含む。）等につい

て，計画する。 

 ̧ ボランティア受付場所の設置 

第１受付場所 福山サービスエリア・・・高速道路利用者 

第２受付場所 広島県立ふくやま産業交流館（ビッグローズ）・・・一般道路利用者 

上記の受付場所を基本に災害状況等を勘案して，福祉班及び福山市社会福祉協議

会が主体となって，ボランティアの受付・配置について計画する。 
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 ̧ 遺体安置所の設置 

各斎場の葬祭場，待合室を当面の遺体安置所とするが，増設が必要な場合は，被害状

況，道路啓開状況，施設の広さ等に応じて適切な施設を選定する。 

 ̧ ライフラインの復旧 

上下水道局，中国電力，電話会社（ＮＴＴ・ＡＵ・ＳＢ），ガス会社（福山ガス他）など，ライ

フライン関係組織と連携・協議し，ライフラインの円滑な完全復旧に繋がるよう，当面の緊

急的な措置について計画する。 

イ 市民向けコメント，全国向けコメントの発表 

被災状況によって，市民の適切な行動を促すコメント，及び全国に向けては，ボランティアの

効率的配分や物資輸送車の円滑な運行（交通規制），義援金・応援物資の提供等を促すコメ

ントを発表し，迅速な救命・救助や復旧を促進する。（状況に応じて，随時，発表するが，状況

が落ち着いてからは，極力，定期的な発表に努める。） 

ウ 医療体制の構築 

災害拠点病院は，福山市民病院とするが，医療体制の構築に当たっては，福祉班（保健所）

が中心となって福山市医師会など関係機関との連携に努め，傷病者の受入れ可能な病院等

を確認し，ＤＭＡＴの要請や地域コーディネーターの配置等を含め，非常時の医療体制を構

築する。 

また，福山地区消防組合へ医療体制を連絡し，円滑な搬送を促す。 

エ 義援金受付方法の決定 

福祉班を中心に社会福祉協議会，赤十字，金融機関等を招集（招集が困難な場合は連絡・

調整）し，義援金受付口座の開設，振込手数料免除の協議，受付期間等の必要事項を決定し，

報道関係へ情報提供する。 

オ 救命・救助 

応援部隊が到着次第，自衛隊・警察・消防等の各種応援部隊の長を招集し，被災状況・医

療体制・遺体安置所・遺体検案方法等の情報を共有するとともに，役割分担や受持ち区域，

救命・救助活動の進捗状況の確認や以後の指揮命令系統等を決定する。 

 

  

ア 食糧・飲料水・衣類等の配分・輸送 

福祉班が中心となって備蓄品及び応援物資の種類・量を把握し，避難所生活者の人数等

に応じて，配分・輸送を計画し，不足している物資に関しては，各種応援協定による調達や県

への応援要請を行う。また，陸上からの輸送が困難な避難所については，応援部隊と連携し，

空輸等を検討する。 

イ 企業支援策 

事後対応班（経済部）を中心に企業担当を配置して，被災企業のニーズを把握し，経営維

持や業務の復旧・復興が円滑に進むよう支援策を決定し，企業への周知を図る。 

ウ 遺体対応 

総務班（市民部）を中心に，警察・保健所と協議し，遺体の保管方法・身元確認・引渡し，死

亡届業務の方法，火葬計画等の対応を計画する。 
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エ 災害対応進捗会議の開催 

各種の方針や対応策を決定・計画した以降は，毎日１６時に各種対応の責任者等を招集し，

被害状況や災害対応の進捗状況を共有し，責任者等からの課題報告に基づき，翌日以降の

具体的行動を決定する。対応責任者及び各班長は，人員配置等の具体を検討できるよう，課

題把握に努めるほか，非常時優先業務以外の業務においても，執行が必要と考えられるもの

は，この会議において再開時期や人数配分を検討する。（各職場の継続優先順位は別表を参

照） 

 

  

ア 要配慮者等への対応 

福祉班が中心となって，避難所の運営状況に応じて，病院や福祉避難所への移送，保健師

等によるメンタルヘルスケア，ペット避難所開設の必要性等を検討し，要配慮者等への対応を

計画する。 

イ 耐震診断 

技術班（建築部）が中心となって，自宅避難者の安全性確保，避難所必要数の確定等に向

け，住宅の耐震診断について計画する。 

また，福祉班や調査班も連携して，被害の状況に応じたり災証明書発行事務の進め方を決

定する。 

ウ 仮設住宅等配備計画の策定 

技術班（建築部）と福祉班（避難部）を中心に，耐震診断や罹災証明書の発行状況等から，

長期避難者数等を推計し，仮設住宅（貸借・建設）等の配備計画を策定する。 

エ 行方不明者捜索計画の策定 

総務班（市民部）が中心となって，遺体の身元確認状況，避難所生活者の名簿，病院搬送

者の名簿，自宅避難者の確認等を，福祉班・警察・消防，その他関係機関と連携して行い，行

方不明者を特定し，その捜索計画を策定する。 

オ 被災職員の特定及び業務実施人員の確保 

総務班（総務部）が中心となって，職員の安否確認状況等から被災職員を特定し，最終的な

参集可能職員数を推定して，優先業務及び通常業務の再開に必要な職員を，広島県及び他

の県・市町村への応援要請等によって確保する。 

カ 通常業務再開計画の策定 

総務班が中心となって，各種計画等の進捗状況に応じて，通常業務の再開日程，必要人員，

人員確保策等を検討し，全ての通常業務再開に向けた具体的な計画を策定する。 

 

  

ア 総合復旧計画の策定 

総務班が中心となって，各種方針・対応策の責任者や班長を招集し，進捗状況等を確認す

る中で，各種計画をとりまとめ，復旧業務の日程・方策，各種災害申請，国・県からの補助金，

義援金配分など，総合的な復旧計画を策定する。 
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イ 復興計画の策定 

総務班（企画政策部）と技術班（建設管理部，都市部）・事後班（経済部）が中心となって，復

旧計画と整合を図る中で，市街地の再生，経済・産業の再生，都市機能の再生等に向け，復

興計画を策定する。 

 

4.5 各班・支部の役割 

  

ア 本計画の３．３に示す業務のほか，４．４に示す本部指示による業務を遂行する。 

イ 本計画の３．３に示す業務は，本部からの指示がない場合も，円滑に遂行できるよう，職員の 

配分・指示系統・業務の進め方等について，事前にマニュアルを作成し，職員への周知徹底

を図るとともに，マニュアルの作成時や改訂時には，危機管理防災課へ提出する。 

ウ 収集した情報や業務の進捗状況については，適宜，本部へ連絡するとともに，本部の方針に 

基づいて定期的かつ的確に連絡する。 

エ 業務遂行に必要な職員数を把握し，本部と緊密に調整する。 

オ 職員の安全性を確保する中で，業務の遂行を図る。 

 

  

ア 現地本部としての機能を果たせるよう，「４．４本部の役割」を参考に，庁舎の保全・情報収集・ 

通信手段の確保・避難（場）所開設・現地対応に努める。 

イ 支所に参集した職員によりアの業務を執行するための班編成など，体制を構築する。 

ウ 参集職員の状況（部署・職種・人数），収集した被災状況（死者・負傷者・倒壊家屋・損壊道路 

等）や避難状況（避難場所数・避難者数・要配慮者数・必要食糧数等）について，本部と緊密

に連絡する。 
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 ５    非常時優先業務実施のための業務執行環境    

   

普段から，自家用発電機による電力供給の対象となっている非常用コンセントの位置を確認し

ておく。また，各施設においては，非常用発電機の有無，能力等について確認し，停電時の対策

を講ずる。  

発電機の燃料については，調達業者から迅速に提供されるよう，連絡体制を構築するととも

に，燃料の運搬経路を確保できるよう情報の収集に努める。 

現在の被害想定においては，本庁舎は浸水しないとされているが，想定外の津波等への備

えとして，中長期的にはバックアップ設備の設置等を検討する。 

   

ア  通信手段の確保   

防災行政無線，衛星携帯電話によって防災関係機関，各支部及び市内の防災拠点間と

の通信手段を確保する。  

一方で防災行政無線，衛星携帯電話は，回線・所有数が限られているほか，通信設備そ

のものの損壊等により使用できなくなる可能性があるため，発災後速やかに使用の可否を確

認する。  

イ 情報収集  

市内の被害状況や震度などの情報収集は，職員による巡視や総合行政通信網等により国，

県，気象庁などの情報を最大限利用して行うこととする。  

ウ 情報の共有  

発災直後からの被害情報，避難情報及び災害情報等については，国・県や消防・警察等と

連携して共有化を図る。 

エ 情報の発信  

市内の被害状況に関する情報や避難に関する情報の発信は，市民の安全確保や避難

行動への誘導などの面で極めて重要である。そのため，情報発信には緊急速報メール，Ｌア

ラート，自治会連合会へのファックス，ホームページ，防災行政無線，福山市メール配信サ

ービス，エフエムふくやま緊急情報放送システムなど，可能な限りあらゆる手段を用いて情報

発信を行う。 

 旧  

本庁舎のホストコンピュータ及び情報システムは各業務を支える重要なインフラである。 

本庁舎サーバ室に対しては，停電時においても無停電電源装置及び非常用発電機により電

力供給が確保されており，情報システムの機能停止に備えて，復旧可能な要員やメンテナンス

業者等の参集体制を常に確認しておく。 

また，平常時から，非常時優先業務の継続に必要なデータ・記録等を把握し，発災時にそれ

らを保護し，容易に復旧できる仕組み作りや，万一の場合のデータ喪失に備えて，重要データ

については，本市と同時被災しない地域へのバックアップデータ保管を進めており，引き続き，

これらの対策を推進する。 
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応急復旧の期間に，職員が業務に専念するための食料，飲料水，その他生活必需品は，１

週間分を目安とし，備蓄していく。被害状況によっては長期化も想定されるので，勤務時間外に

参集する場合は，各職員が可能な限り，飲食物等を持参するよう啓発する。 

また，平常時から個人レベルで非常用食料，飲料水などを備蓄するなど個人備蓄に努めるも

のとする。  

  

発災後，一定期間を経過すると，非常時優先業務と通常業務を並行して実施する状況が拡

大するが，災害により多くの業務が発生し，情報の収集・共有，組織や人員体制の確立が必要と

なる。 

このため，災害対策本部において，状況に応じた緊急的な人員配置計画，指揮・情報伝達方

法の見直し等に柔軟に対応できるよう平常時から想定しておくものとする。 

   

発災時に非常時優先業務を継続する上で不可欠な資機材や用品等を確保するとともに，その

保有状況を定期的に把握し，適切な在庫管理に努める。 

さらに，災害により破損したり，不足したりする場合に備え，関係業者等との協定等により発災時

に速やかに調達できる手段を普段から確保する。  

   

転倒する危険性のある大型什器については，転倒防止策を講じる。 

また，OA機器についても落下や転倒による破損に対する防止策をとる。 

   

非常配備体制における総務班は，上下水道班及び技術班と連携して発災時における庁舎内外

の下水道管の破損状況を確認するための早期点検体制を構築するとともに，上下水道の供給停

止・支障期間及び停電を想定し，リース業者等と提携して簡易トイレを確保できる体制を整えるとと

もに，公共施設周辺におけるマンホールトイレの計画的整備を進める。 

   

⌐│ ─ ∞↑≢│ ⇔⅝╣⌂™√╘ ה ה

⅛╠─ ⌐╟╡ ∆╢ ⅜№╢⁹╟∫≡ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐

⅛╠ ≤─ ╩ ⇔ ∕╣∙╣─ ⌐ ≠ↄ ─ ⌂

⌐ ╘╢⁹ 
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 ６   非常時継続業務の抽出 

 本計画に示すとおり，大規模災害時には職員の参集状況や施設・機器の損壊等により，行政機能

が一時的に停止・低下することから，市民の最低限の生活環境を維持するため，全職員が非常時優

先業務に従事することを原則とするが，業務を停止することで市民生活に大きな影響があり，非常時

にあっても継続する必要があると考えられる業務を「非常時継続業務」として，「別紙１」を基に機構改

革等による変更などを各部局内で調整の上，毎年度の４月末日までに，本計画書の業務名及び必要

人数を危機管理防災課へ提出するものとする。 

 危機管理防災課は，各部局内から提出された資料により，「別紙１」を修正するものとする。 

 

 

 ７   今後の取組   

7.1 業務継続マニュアルの策定 

計画では，全庁的な共通課題への対応について取りまとめているが,発災時に各職場で非常

時優先業務を迅速かつ円滑に実施するために，非常配備体制における班ごとの「業務継続マニ

ュアル」を策定するものとする。 

7.2 訓練の実施 

職員一人ひとりが，災害時に与えられる役割や施設等の資源制約の可能性について，平常

時から理解できるようにするため，研修・訓練等を通して職員個人の能力を向上させるとともに，

組織的な対応力の向上を図るものとする。 

7.3 検証・見直し 

業務継続計画を，発災時に実際に機能する計画とするため，訓練等を通して計画の実効性

等を点検し，これを是正することでレベルアップを図っていく。 

また，被害想定の見直しや地域防災計画において本計画に関連する項目の修正等が行われ

た場合にも，必要に応じて本計画の見直しを行うことにより持続的な改善を図っていく。 
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─   ủ      

─       ủ  

  事務局内及び市長部局との連絡･調整，

公印等の管理，文書連絡，ホームページ

更新 など 

  ủ    

ה  教職員の服務監督，給与・年金・諸手当

の支払い など 

  ủ    

 園児，児童生徒，教職員の状況の把握 ủ      

 授業再開に向けた各種調整，体制整備 

など 

ủ      

 保育料の徴収，就学援護，就学，転退

学，教科書の支給 など 

   ủ   

  庶務，施設・設備関係 ủ      

  貸出・返却など通常業務    ủ   

ה

 

庶務，生徒・教職員の安全確認，授業再

開に向けた各種調整 など 

ủ      

 指定文化財の保護    ủ   

 建物等の状況確認，保全 など ủ      

 ─   ủ      

   ủ     
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